
 

最低生計費の会食費とは？ 
ブックレット「これだけは必要だ！静岡県の最低生計費」 

発行記念会 

※連絡先：〒422-8062  静岡市駿河区稲川 2-2-1 コハラサウスサイドビル７Ｆ
      静岡県労働研究所  TEL 054-287-1293 FAX 054-286-7973 

メール roudouadv@wave.wbs.ne.jp  ホームページ http://www.geocities.jp/shizuokarouken/ 

先着 20 名様 

（会費 3,000 円） 

【働くものと県民のための静岡県労働研究所】 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

                                  

     

と き： 5 月25 日（金） １８：00～20：00 

これからの企画 

◆夏のセミナー 
・日時  6 月 23 日（土） 

     13:00～17：00 

・会場…県評会議室 

◆第 50 回理事会  
・日時  6 月 29 日（金） 

     18:30～20：30 

・会場…県評会議室 

◆中間総会＆記念講演 

・日時  8 月 11 日（土） 

     13:00～17：00 

・会場…静岡労政会館 

【友人との会食内容を実際に試食】 
静岡県の最低生計費の試算調査において、月に 1～2 回の友人と

の会食内容は、次のように決められました。  
●（男性） 枝豆、鶏から揚げ、おでん、刺身、ビール（中ジョッ

キ）、緑茶割り 
●（女性） ぺペロンチーノ、コンソメスープ、サラダ、レアチー

ズケーキ、グラスワイン 
 今回は、実際にこのメニューを居酒屋「コマトラ」さんに作

って頂き、みんなで試食をしてみます。ブックレットの発行記

念会も兼ねて行います。会場の都合で、先着 20 名様となります

ので、参加希望の方は事前に静岡労研に連絡ください。 

会場：コマトラ（地図参照）

会場：居酒屋「コマトラ」案内 

電話 054-252-1730  

住所 静岡市葵区駒形通２丁目２－１ 

静岡駅[北口]から徒歩約 16 分 

（左地図参照） 


